






















































































議案第６２号 

 

   越前市防災会議条例の一部改正について 

 越前市防災会議条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

  令和２年７月１日提出 

 

                      越前市長 奈 良 俊 幸 

 

 

   越前市防災会議条例の一部を改正する条例 

越前市防災会議条例（平成１７年越前市条例第１２９号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第３条第５項中「３７人」を「４０人」に改める。 

   附  則 

 （施行期日）  

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行以後、定数の増員に伴い、新たに委嘱又は任命された委員の

任期については、第３条第８項の規定にかかわらず、委嘱又は任命された日

から令和３年９月３０日までとする。 
























